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はじめに 経営戦略策定（改定）の趣旨と位置づけ 

 

簡易水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少、節水意識・技術の向上等による有収水量

の減少、高度成長期に整備した施設の大量更新、近年頻発する自然災害への対応など、厳し

さを増しています。とりわけ人口減少は、水道の経営では解決困難な外部的要因であるにも

かかわらず、そのまま料金収入の減少につながり、簡易水道事業の存続に直結する問題とな

っています。 

民間の事業であれば、市場規模の縮小に合わせ撤退し、収益が見込まれる分野に転換する

といったことが可能ですが、水道設備は生活に欠くことのできない極めて重要な生活インフ

ラであることから、サービスを提供し続ける必要があり、撤退という選択肢が事実上制限さ

れています。 

こうした中で、平成 26年８月、総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項につい

て」の通知が出され、平成 31年３月に「八頭町簡易水道事業経営戦略」を策定しました。 

前回の経営戦略策定からの期間経過により見直し時期を迎えていることに加えて、令和６

年４月から地方公営企業法のうち財務規定を適用し公営企業会計へ移行しており、非現金収

支取引（減価償却費等）の影響を考慮した投資財政計画への更新が必要となったため、今回

の改定を行います。 

住民に良質な水道サービスを持続的に提供していくには、現在の本町簡易水道事業につい

て現状把握を行った上で、中長期的な計画に基づいた運営を行っていく必要があります。そ

のため、今後の経営の基本計画である「経営戦略」を改定し、経営基盤の強化と財政マネジ

メントの向上に取り組みます。 
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